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福祉避難所とは、自宅が被害を受けて生活できない方のうち、一般の指定避難所や福祉避難スペ

ースでの生活が困難な要配慮者（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）

を対象とした避難所であり、バリアフリー等の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設

されます。本市の福祉避難所には、指定福祉避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難

所と協定福祉避難所の相違点については、資料２参照 

福祉避難所とは 

 
身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。 
対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照 

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。 

 

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】 

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

 
社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。 
＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

① 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること 
② 耐震構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること 
③ 避難者用スペース（1 人当 2 ㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること 
＜指定福祉避難所＞ 

④ 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること 
⑤ 原則として、耐火構造の建築物であること 

＜協定福祉避難所＞ 

④ 一般の指定避難所において、行政職員が振 
り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構 

造又は設備を有するものであること 

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください）。 
※ 想定している事業所は、主にデイサービス等通所事業を行う施設ですが、特別養護老人ホーム

等入所施設についても、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲でご検討ください。 

災害救助法が適用され、法

による救助とみなされるも

のにかかる費用について

は、全額を市が負担しま

す。 

指定福祉避難所・協定福祉避難所 

福祉避難所の事業内容 

福祉避難所の対象者 
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福祉避難所制度の主な相違点 

 

名 称 

 

指定福祉避難所 

 

協定福祉避難所 

対 象 者 

原則として高齢者及び障害者の通

所施設のサービス利用者とその家

族 

発災後に一般の避難所において行

政職員が振り分けをした要配慮者

とその家族 

開 設 の 

タイミング 

発災後、災害のおそれがなくなり、

警報等が解除された時点で速やか

に開設 

発災後、4日目以降を目標 

避 難 方 法 

在宅避難ができない場合や危険が

迫っている場合は最寄りの指定緊

急避難場所へ避難し、災害のおそ

れがなくなった後、速やかに避難 

まずは一般の避難所へ避難し、そ

こで行政職員が福祉避難所の対象

者を振り分けした後、福祉避難所

へ移送 

避 難 支 援 

発災後、行政からの依頼を待つこ

となく、施設は安否確認及び避難

支援を行う 

発災後、行政から依頼があった場

合に、施設は可能な範囲で移送に

協力 

物資の備蓄 

原則として食糧、水等の 3 日分を

施設にて予め備蓄 

（補助制度を令和4年度より開始） 

4 日目以降の開設のため、開設に併

せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

公表・公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を

公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する

が、広く公表はしない 

費 用 

災害救助法による救助とみなされ

るものにかかる費用について全額

を市が負担 

同左 

 

資料２ 
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資料３ 

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

⇓ 

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ 

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設 

家族・隣近所で助け合って 
指定避難所等へ避難 

重度の要介護認定の方 
常時医療的ケアを要する方 

など 

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者 

原則として通所系

のサービス利用者

とその家族 

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者 

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、災害のおそ

れがなくなった後

速やかに開設 

-3-



指定福祉避難所備蓄物資購入等補助金の概要 

１ 目的 

  指定福祉避難所の指定を推進するとともに、要配慮者に適した備蓄物資・機材の費用

を補助することで、要配慮者の避難生活の支援を図るもの。 

 

２ 補助対象者 

  指定福祉避難所の指定を受け、又は指定を受ける予定の事業所を運営する法人 

  ※協定福祉避難所は補助対象外 

 

３ 補助内容 

種  目 基準額 対 象 経 費 

初 度 調 弁 費 
850,000 円 

＋1 人あたり 7,000 円上乗せ 

指定福祉避難所用備蓄物資・

機材の購入経費 

備蓄物資更新費 1 人あたり 7,000 円 
備 蓄 物 資 の 更 新 経 費

（原則として５年に一度） 

備蓄物資補充費 1 人あたり 7,000 円 
備 蓄 物 資 の 補 充 経 費

（必要と認められる場合に限る） 

  注）「基準額」は、指定福祉避難所 1か所あたりの金額、消費税等込み 

 

４ 補助条件 

 （１）要配慮者に適した食糧、飲料水、毛布及び簡易トイレを対象者の 3 日分備蓄する

こと。なお、使用期限がある物資は、原則として 5 年以上の使用期限のものを購入

すること。 

（２）指定福祉避難所の開設・運営に必要な機材を整備すること。 

（３）補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって施設内に

おいて管理するものとし、他の目的のために使用または費消しないこと。ただし、備

蓄物資について保存期間に応じた更新を行う場合は、費消することを妨げない。 

（４）補助金の交付を受けた法人の運営する事業所については、原則として自己都合に

よる指定福祉避難所の指定取消は認められないものとする。なお、やむを得ないと

認められる理由により、指定福祉避難所の指定を取り消した場合には、補助事業に

より取得した財産は、原則として本市に返還するものとする。 

 

５ 補助対象となる備蓄物資・機材の例 

・介護用品、衛生用品、生理用品 

・飲料水、要配慮者に適した食糧、毛布、タオル、下着（生理用ショーツを含む）、衣類、電池 

・携帯トイレ（主として洋式便器で使用）、ベッド、担架、パーティション 

・車いす、歩行器、歩行補助杖、補聴器、収尿器、ストーマ用装具、気管孔エプロン、 

酸素ボンベ等の補装具や日常生活用具等 

・マスク、消毒液、体温計、（段ボール）ベッド、パーティション等の衛生環境対策等として必要な物資 

・指定福祉避難所用物資・機材を備蓄・保管するための物置、保管庫、棚等 

 

６ 消耗品の補充 

災害時における備蓄物資の使用、又は受入対象者の増などにより、必要数を満たして

いない場合には、速やかに追加して整備すること。 

資料４ 

-4-


